
１ 施設の概要

２ 指定管理者が行う業務

３ 施設の管理体制

４ 施設の利用状況

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

24年度 14,736 22,311 6,758 13,236 24,963 10,437 12,090 6,068 2,699 3,577 3,516 13,494 133,885

23年度 15,627 26,920 5,635 12,479 24,420 11,333 12,851 5,792 2,266 2,752 1,652 9,854 131,581

増　減 -891 -4,609 1,123 757 543 -896 -761 276 433 825 1,864 3,640 2,304

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

24年度 5,760 8,150 2,856 5,118 11,349 4,823 4,065 2,149 1,082 1,022 784 5,123 52,282

23年度 5,426 10,278 2,748 4,936 10,619 4,638 4,479 2,471 1,000 685 482 3,131 50,893

増　減 334 -2,128 108 182 730 185 -414 -322 82 337 302 1,992 1,389

委託業務の
内容

　詳細な配置は別紙２のとおり
管理体制

自然とのふれあいや遊びを通じて子どもたちが憩い楽しめる場を提供し、もって児童の健全な育成に資する。

施　設　名

施設所管課名

平成１８年４月１日～平成２１年３月３１日（３年間）
平成２１年４月１日～平成２６年３月３１日（５年間）

指定管理者名

設置目的

開館時間

利用者数
(人)

収入（県委
託料を除

く）
 (千円)

指 定 管 理 業 務 点 検・評 価 シ ー ト（平成２４年度）

所在地

連絡先

指定期間一般財団法人鳥取県観光事業団

鳥取県立鳥取砂丘こどもの国 鳥取市浜坂１１５７－１

０８５７－２６－７８６８子育て応援課

平成26年9月1日

設置年月日 昭和４８年５月（平成１２年３月リニューアルオープン）

利用料金 （別紙１のとおり）

施設内容

○敷地面積
・県所有地（こどもの国敷地　193,315.549㎡、こどもの国北側臨時駐車場　37,899.960㎡の一部）
・鳥取市からの借用地 3773.79㎡
○建築総面積　6,909.3㎡
○施設内容
　管理棟、そうぞう館、多目的ホール、砂の工房、木工工房、レストラン、こども広場、遊具広場、乗物広場、水の遊び場、
  こどもの国農園、杉の子ハウス、キャンプ場、わんぱく広場、駐車場

○施設設備の維持管理（保守管理及び修繕、警備、清掃等）
○管理施設の利用の許可、退去の命令、施設利用料の徴収等に関する業務
○その他管理施設の運営に関する業務（利用者の受付及び案内、安全確保、利用者へのサービスの提供、管理施設の利用促進等）
○管理施設を利用した自然体験等に資する事業に関する業務

　　正職員：６人、臨時職員：１１人　〔 計 １７人 〕

通常：午前９時～午後５時
ゴールデンウィークの期間、盆の期間：午前８時３０分～午後６時

毎月第２水曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日に当たるときは、その直後の休日でない
日）
１２月２９日～１月１日

休館日



５ 収支の状況

６ サービスの向上に向けた取組み

７ 利用者意見への対応

８ 指定管理者による自己点検

業務の参考としている。

（１）魅力あるイベントの実施（24年度10事業：イベント延べ日数476日）
・親子ふれあい事業、子育て支援事業、創作体験事業、学習機能事業、仲間づくり推進事業、文化芸術祭典事業、異世代ふれあい事業、異文化交流
事業等を実施し、入園者の満足度の向上に努めた。
・友の会ポイントカード制を導入し、リピート率の向上を図った。
・レールトレインのリニューアルに伴い、プレ40周年として親子乗車券プレゼント企画を実施しＰＲに努めた。
（２）施設･環境の整備
・細部の安全点検、自主修理などの安全を徹底し、事故防止と予防に努めた。
・園内オアシス広場に消防自動車を設置した。
（３）地域との連携
・砂の美術館との共同企画、かにっこ館との相互イベントなど関係機関と連携したイベントを実施した。
・出前工房を実施し施設のＰＲに努めた。
・「まんが王国とっとり」に参画し、事業を盛り上げた。

　〔成果のあった取組み・積極的に取り組んだ事項〕

支出

事業収
入

事業外
収入

 施設維持管理費

220,530

増　　減

△ 186,798

25,395,100

119,252,714

 イベント経費 14,865,330

売店運営費 308,588

1,883,444

125,582,810

△ 149,936

計

154,819

8,316,890

△ 3,208

2,817,270

収入

52,281,884

78,162,000県委託料

130,443,884

工房収入（砂工房・木工工房
利用料）

参加料収入
（友の会会費、体験イベント
参加料）

3,037,800

小　計

売店営業収入

その他収入
（自動販売機手数料等）

130,427,811

591,300

24年度 23年度

△ 1,373,000

8,230,340

424,078

24,696,120

11,107,900

区　　　　　分

入園料収入（キャンプ場利用
料収入含む）

遊具使用料（バッテリーカー
等使用料）

698,980

小　計 78,162,000

11,699,200

3,126,246

610,876

64,244,511

50,892,811

△ 86,550

3,281,065

レストラン収入（レストラン
施設使用料）

214,301 217,509

　利用者からの積極的な評価

・入園料が安く、遊具は子どもたちのために考えられていて、たくさん遊べるので満足した。
・イベントや、遊具、工作が楽しかった。
・安心して遊べる。小さい子が遊ぶにはいいところ。
・動物とふれあえてとても楽しかった。（動物ふれあい村）
・スタッフの対応が良い。

38,167,266 △ 2,848,772

△ 6,330,096

取　　組　　み　　内　　容

工房運営費

458,524

2,471,124

4,845,001収 　支 　差 　額 11,191,170

16,073

△ 316,425

1,389,073

△ 1,373,00079,535,000

17,392,613 △ 2,527,283

41,016,038

△ 587,680

79,535,000

63,928,086

計

 人  件  費

区　分

0100,000補助事業費 100,000

利用者意見
の把握方法

アンケート
の実施

施設利用者にアンケートを記入してもらい、施設利用者の意見を求めた。

・利用者アンケートによる意見・提案・苦情等
・友の会会員の提案
・ホームページ・電話等による意見受付
・県民の声の苦情・提案
・窓口での意見等受付

利用者からの苦情・要望 対　応　状　況

・遊具を充実してほしい。
・授乳室や手洗い場の増設
・食堂、売店の充実
・どの年齢のこどもでも楽しめるよう、施
設を充実してほしい。



９ 施設所管課による業務点検

　　　　　　Ｂ：おおむね協定書の内容どおり実施されており、適切な管理が行われている。

　　　　　　Ｄ：協定書の内容に対し、不適切な事項が認められ、大いに改善を要する。

　○事故の防止措置、緊急時の対応

○施設の利用許可にあたっての審査基準、標準処理処理期間、処分基準を定めていなかっ
た。
速やかに作成すると共に、利用者に公表し、適切な利用許可を行うこと。
○利用料金の徴収、減免は、適切に行われている。

　○利用の許可

〔施設の利用の許可、利用料の徴収等〕

Ｂ

・施設、設備の老朽化が進むとともに、小修繕等施設設備の維持管理経費が年々増加することは確実である。施設設備の修繕は、利用者の安全･安
心の確保のために先行的に年度別に県と協議を行いながら改修等を行っているところであるが、魅力ある園づくりのため、遊具のさらなる新設･更
新及び施設の改修等が必要な時期となっている。
・わんぱく広場の団体利用の促進、イベント開催などで集客促進を図る。
・引き続き県との緊密な連携を図り、遊具及び施設の安全性の向上と快適な環境づくりにより一層努めるとともに、多様化する利用者ニーズを反映
した事業を総合的かつ積極的に実施したい。
・多種多様なイベントに対応するために研修等を重ね、さらに職員のレベルアップを図る。

○一部、複数年契約を導入するなど、経費削減に努めている。
○施設設備の保守管理、修繕、事故防止措置については、必要に応じ県と相談の上、適切
な対応を心がけること。

Ｂ

評　価 点　　　検　　　結　　　果項　　　　　　　目

　○適正管理に必要な利用者への措置命令

　○施設の保安警備、清掃等

　○施設設備の保守管理・修繕

〔施設設備の維持管理・緊急時の対応等〕

　〔現在、苦慮している事項〕〔今後、改善・工夫したい事項・積極的に取り組みたい事項〕

Ｂ

Ｂ

　○利用料金の徴収、減免

〔その他管理施設の管理に必要な業務〕

　○利用受付・案内

　○附属設備・備品の貸出し

　　　　　　Ｃ：一部、改善・工夫を要する事項が見られたが、改善済み又は改善される見込みである。

　○利用者意見の把握・対応

　○個人情報保護、情報公開

Ｂ ○入園料の収入管理及び支出行為は、会計法令等に従って適切に行われている。〔収入支出の状況〕

〔職員の配置〕

総　　　　括

Ｃ

《評価指標》Ａ：協定書の内容について高レベルで実施されており、また、計画を上回る実績があり、
　　　　　　　　優れた管理運営がなされている。

Ｂ
○利用者意見の把握・対応については、アンケートにより把握し、その意見を業務に反映さ
せるなど、積極的に業務改善を図る姿勢がみられ、適切な対応が図られている。
○その他については、協定書に沿って適正に実施されている。　○施設の利用促進

　○利用者へのサービス提供・向上策

　○開館時間、休館日、利用料金等

〔利用者サービス〕

指定管理業務の内容は、おおむね協定書の内容どおりに実施されており、適切な管理が行
われていると認められる。施設の利用許可にあたっての審査基準等については速やかに作
成し、適切な運用を行うこと。

　○利用指導・操作

○指定管理業務を実施するために必要な人員が適切に配置されている。

○利用受付・案内、付属設備・備品の貸出し及び利用指導・操作については、マニュアルに
基づいて適切に行われている。



別紙１　利用料金

１　入園料
一般人等 高校生 中学生 小学生以下

５００円 ５００円 ２００円 無料
団体 １０人以上 ４５０円 ４５０円 １８０円 無料

２０人以上 ４００円 ４００円 １６０円 無料
上記料金 ２５０円 １００円 無料

２　キャンプ場

一般人（高校生を含む）
児童又は中学生
一般人（高校生を含む）
児童又は中学生

３　キャンプ用品貸出料

１式につき　３００円

４　工房利用料

５　乗物利用料
区分 金額

１人１回につき　１００円

１人１回につき　１００円
１人１回につき　１００円
１人１回につき　２００円

レールトレイン

変形自転車

満３歳から中学に入学するまでの者

中学校若しくは高等学校の生徒、学生又
は一般人

周回コースバッテリーカー
サイクルモノレール

バッテリーカー

１人１回につき　２００円

１人１回につき　１００円

１人１回につき　１００円
１人１回につき　１５０円
１人１回につき　　５０円
１人１回につき　１００円

１個につき　　　 １５０円
１個につき　　　 ２５０円
１個につき　　　　 ５０円
１個につき　　 　１００円

区分 金額
１人１回につき　３００円
１人１回につき　４００円

本焼き

幼児、児童又は中学生の生徒

高等学校の生徒、学生又は一般人

砂の工房

木工工
房（工具
を利用す
る場合）

スクラッチ

楽焼き

木工

ガラス細工

幼児、児童又は中学生の生徒

高等学校の生徒、学生又は一般人

幼児、児童又は中学生の生徒

高等学校の生徒、学生又は一般人

幼児、児童又は中学生の生徒

高等学校の生徒、学生又は一般人

幼児、児童又は中学生の生徒

高等学校の生徒、学生又は一般人

バーべlキュー鍋コンロ

料金
１張につき　４００円
１式につき　４００円
１枚につき　２００円

区分
キャンプ用テント
プロパンガスセット
鉄板

宿泊する場合

宿泊しない場合

１人１泊につき　２４０円
１人１泊につき　１２０円
１人１日につき　１２０円
１人１日につき　　６０円

区分
個人

学校行事

区分 料金



別紙２　こどもの国管理体制（平成24年４月１日現在）

[主な業務]

経理（収入・支出）担当

常勤３

期限付職員２

園長 副園長

常勤１ 常勤１

砂工房担当

木工工房担当

常勤１ 遊具の貸出担当

期限付職員９

遊具の点検担当

キャンプ場担当

安全点検担当

６人

１１人

１７人合計

施設運営、施設管理、予算・決算
苦情処理担当

常勤

企画・広報・営業担当

総合案内・ゲート(入園料の徴収)担
当

期限付職員

工房遊園課
（課長1人、職員9人）

総務企画課
（課長1人、職員4人）


